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研究要旨 
安全かつ安⼼な輸⾎医療を実践するには、健常⼈および患者における正確な⾎液型が判定される事
が⼤前提であり、輸⾎医療の最初の⼀歩である。この基本が履⾏されるには、稀な⾎液型を含め全
ての⾎液型を正確に判定する事が望まれ、⼀般的な医療機関（クリニックなども含め）と詳細な検
査が可能である医療機関との協⼒体制の構築が必須と考える。 
本研究では、この協⼒体制の構築に向けた課題を明らかにし、課題に対する対応策を検討し、現実
的な協⼒体制を構築する事を⽬的とする。 
本年度は、各種調査を活⽤して、医療機関間の協⼒体制の必要性、受け⼊れの可否、⽇本⾚⼗字社
の関与⽅法、外部委託検査機関の現状などを調査した。 
その結果、地域の中核医療機関へ依頼が可能となった場合、利⽤しますかとの質問については、33％
の中⼩医療機関で利⽤すると回答した。⼀⽅、依頼の受け⼊れに関しては、⼤学病院において 75％
の施設が受け⼊れ可能であると回答した。また、依頼受け⼊れ医療機関の選定基準は、各都道府県
で最低 1施設を考えた場合など種々の条件を考慮して検討する必要があるが明らかとなった。本協
⼒体制を構築する中で⽇本⾚⼗字社の協⼒が必須である。実際、三重⼤学病院では、三重県内の医
療機関と連携して、輸⾎関連検査の依頼等を受け⼊れているが、更なる詳細な検査、特殊な試薬の
必要性から⾼度な医療機関である⼤学病院でも限界があり、⽇本⾚⼗字社の協⼒が不可⽋である。
⼀⽅、クリニックや中⼩医療機関の多くが検査依頼している外部委託検査機関（衛⽣検査所）は、
稀な⾎液型など精査が必要となる事例に関してコストの観点から検査が困難である。そのため、⾼
度な医療機関または⽇本⾚⼗字社へのコンサルティングないし検査依頼を希望している。 
本年度の調査研究を中⼼とした検討から、⽇本⾚⼗字社、外部委託検査機関を含めた医療機関間で
の協⼒体制を構築する必要があると考えられた。特に、外部委託検査機関・中⼩医療機関・クリニ
ックなど⼀般的レベルの医療機関を第 1層とし、⼤学病院を含む中核医療機関を第 2層、⽇本⾚⼗
字社など⾼度な専⾨的な機関を第 3層とする三層体制が最良かと考えられた。 

 
  



A. 研究⽬的 
⾚⾎球の表⾯には数百もの抗原が存在し、2019年
に 37 番⽬の⾎液型抗原システムが国際輸⾎学会
（International Society of Blood Transfusion: ISBT）
が認められ、現在、37抗原システム、360抗原以
上の⾎液型抗原が認定されている。⼀⽅、輸⾎に
おいて最重要視されているのは、ABO⾎液型、Rh
⾎液型であり、献⾎時、⼊院時、輸⾎が必要と考
えた場合などに検査され、被験者の⾎液型が決定
される。しかしながら、稀に遺伝⼦変異によりAB
⾎液型抗原が減弱ないし消失する亜型、A,B 遺伝
⼦が同⼀染⾊体常に存在する cisAB型、遺伝⼦⽋
損の Rhnull 型など先天的な原因による特殊な⾎
液型がある。また、⾎液疾患や悪性腫瘍など後天
的な原因による AB抗原減弱などがある。これら
の⾎液型は、通常の⾎液型検査において判定不能
となる事が多く、正確に⾎液型を決定するには詳
細な検査が必要となる。⼀般的な医療施設では、
これらの⾎液型を検査する技術者、設備などが不
⾜し、判定する事が困難であり、対応が可能な医
療機関への検査依頼等が必要となる。 
安全かつ安⼼な輸⾎医療を実践するには、健常⼈
および患者における正確な⾎液型が判定される事
が⼤前提であり、輸⾎医療の最初の⼀歩である。
この基本が履⾏されるには、稀な⾎液型を含め全
ての⾎液型を正確に判定する事が望まれ、⼀般的
な医療機関（クリニックなども含め）と詳細な検
査が可能である医療機関との協⼒体制の構築が必
須と考える。 
本研究では、この協⼒体制の構築に向けた課題を
明らかにし、課題に対する対応策を検討し、現実
的な協⼒体制を構築する事を⽬的とする。同時に、
⼩規模施設で実施されている外部委託検査に関す
るコンサルティングに関する協⼒体制も検討した
いと考える。 
 
B. 研究⽅法 
1) 輸⾎関連検査の依頼必要度および受け⼊れの

可否 
この協⼒体制に対象となる中⼩医療機関およびク

リニックに対して、⾎液製剤実態調査を活⽤して、
輸⾎関連検査に関して中核医療機関等への依頼の
必要性並びに検査項⽬などを調査した。 
2) 輸⾎関連検査を受ける中核医療機関の施設選

定基準 
本研究で構築する協⼒体制において詳細な輸⾎関
連検査を実施する中核医療機関に対して、望まれ
るレベルを検討する。本年度は、⽇本医師会の
「JMAP」や⽇本輸⾎細胞治療学会ホームページ
を参考に設定した条件での医療機関を選定した。 
3) 協⼒体制における実務的な内容 
⾎液型検査、不規則抗体検査など輸⾎関連検査は、
輸⾎を前提としている事から、検査のみの受診を
受付していない医療施設が⼤多数と考えられる。
そのため、検査⽬的の患者、健常⼈に対する窓⼝、
受診⽅法など検討する。また、検査費⽤等に関し
ても協⼒体制の継続を考えた場合、解決すべき必
須の課題である。さらに、被験者への検査結果の
通知⽅法（カードなど）と検査結果の責任の所在
などを検討する。 
本年度は既に活動している三重⼤学病院の状況に
ついて調査した。 
4) 学会および⽇本⾚⼗字社との協⼒関係 
⽇本輸⾎・細胞治療学会では、輸⾎検査技術講習
委員会が検査マニュアルを作成し、検査技術の向
上を⽬的として活動している。⼀⽅、⽇本⾚⼗字
社は献⾎者を対象として検査を何⼗年間と⾏い、
検査技術が蓄積され、医療機関との輸⾎関連検査
委託を⼀部、受託している。今後、本研究課題で
ある協⼒体制の構築に当然、学会ならびに⽇本⾚
⼗字社の協⼒が必須であり、⽇本⾚⼗字社との検
査項⽬の分担、学会等での啓蒙活動、検査技師の
教育など具体的な協⼒関係について検討する。 
5) 外部委託検査に関して 
⼩規模医療施設や在宅輸⾎などでは、⾎液型検査
や交差適合試験など輸⾎関連検査を外部委託する
必要がある。これまで、外部委託検査に関して、
検査精度、検査⽅法、検査が可能な項⽬、会社間
格差などが不明である。さらに、⼀部の検査につ
いては、検査結果の判定ならびに解釈などを医療



機関に委ねているとの情報もある。本年度は、外
部委託検査の状況把握の⽬的で、⽇本衛⽣検査所
協会を通じて全国の衛⽣検査所にアンケート調査
を実施した。 
 
D. 研究結果 

1. 輸⾎関連検査の依頼必要度および受け⼊
れの可否 

我が国において、中⼩医療機関およびクリニック
などで実際、輸⾎関連検査についてコンサルティ
ングを含めた依頼が必要かを調査した。その結果、
外部委託検査などにおいて解釈、更なる詳細な検
査について、現在の窓⼝は⾎液センターが最も多
く、次いで、中核医療機関であった（表 1）。また、
地域の中核医療機関へ依頼が可能となった場合、
利⽤しますかとの質問については、33％の医療機
関で利⽤すると回答した。但し、60％の医療機関
が「わからない」と回答している。 
次に、受け⼊れ医療機関の主たる医療機関である
⼤学病院を対象とした輸⾎関連検査に関する受け
⼊れについて調査した。その結果、図2に⽰す様
に、76％（58施設）が受け⼊れ可能であった。ま
た、受け⼊れ検査項⽬として、輸⾎関連検査で主
要な⾎液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験
の3検査が約9割の施設がかのうであった（図3）。 

2. 輸⾎関連検査を受ける中核医療機関の施
設選定基準 

今回の選定条件は、輸⾎医療において重要と考え
た「病床数400床以上」、「救命救急センターがあ
ること」、「2 以上の認定輸⾎検査技師が在籍して
いること」の３項⽬について調査した。その結果、
「病床数」と「救命救急センター」の２項⽬での
絞り込みで全国 269施設が選定された。次に、「認
定輸⾎検査技師」の項⽬を追加すると全国 155施
設に減少し、都道府県で 1施設もない県が存在し
た。但し、この調査では⼤学病院が除かれている。 

3. 協⼒体制における実務的な内容 
三重⼤学病院では２００７年４⽉より受託検査を
開始し、現在、県内57医療機関と契約し、輸⾎関
連検査の技術協⼒を実施している。 

具体的な受託の流れは、①受託契約、②検査依頼
（電話連絡）、③検体と依頼書受理、④検査、⑤結
果報告（郵送）、⑥検査料請求、となっている。こ
れまで、年間20件〜70件程度の件数であった。
課題として、⼤学病院でも試薬における限界があ
り、更なる詳細な検査をどうするか。委託検査に
関する患者の同意が不明確な点と検体の⼆次利⽤
などがある。 

4. 学会および⽇本⾚⼗字社との協⼒関係 
⽇本⾚⼗字社ブロック⾎液センターでは、以前か
ら医療機関の依頼で専⾨的検査を実施してきた。
但し、地域差があり、解消する⼿段として、リフ
ァレンスラボ構想を検討している。本年度は、中
核医療機関との位置づけなどを検討した結果、⽇
本⾚⼗字社は試薬、技術など⾼度な検査が可能で
あることから中核医療機関から更なる依頼を受け
⽫とすることが最善と考えられた。 

5. 外部委託検査に関して 
全国の衛⽣検査所に対するアンケート調査で 98
施設から回答を得た。その内、80 施設（81.6％）
が輸⾎検査を実施し、結果解釈に困難と感じた事
がある施設は 69施設（86.3％）であった。更に、
結果を相談できる機関を希望するとの施設は 72
施設であった。医療機関からの臨床情報が必要と
感じる施設も多く、実際に情報収集を実施してい
る施設が半数近くあった。また、検査コストと受
託報酬の乖離があると多くの施設が認識していた。 
 
D. 考察 
⾎液製剤使⽤実態調査での中⼩医療機関並びにク
リニックにおいて、約３割の機関が中核医療機関
への検査・コンサルティング依頼があることが判
明した。⼀⽅、約６割の医療機関が「わからない」
と回答している。本研究が⽬指す協⼒体制が整う
ことで「わからない」と回答した施設も依頼する
ことが⼗分考えられ、安全かつ効率的な輸⾎医療
を実践する上で、輸⾎関連検査に関する中核医療
機関を中⼼とした協⼒体制は有益であると考えら
れた。また、依頼の受け⼊れに関しては、⼤学病
院において 75％の施設が受け⼊れ可能であるこ



とが判明した。検査項⽬に関しても輸⾎医療を実
践する上で必須な⾎液型検査、不規則抗体検査、
交差適合試験が９割前後の施設が受け⼊れ出来る
との回答であった。この事から輸⾎関連検査に関
する医療機関間の協⼒体制の構築は、⾮常に有益
かつ必要と考えられた。 
本協⼒体制を現実的に構築する過程で、まず⼤学
病院を含めた受け⼊れ医療機関の検査レベルが重
要であり、選定基準を検討した。本年度は、輸⾎
医療の観点から仮定した基準で全国の医療機関数
の算定を試みた。最良と考えられた基準では、各
都道府県で 1施設とも選定されない事が判明した。
今後、現実的かつ必須な基準が何かと検討する必
要があると考えられる。 
これまで⽇本⾚⼗字社⾎液センターにコンサルテ
ィングが多数あり、⽇本⾚⼗字社として、リファ
レンスラボとして体制を検討している。⽇本⾚⼗
字社は、試薬、技術など輸⾎関連検査において最
も整備され、優れている機関と考えられる。輸⾎
関連検査の協⼒体制を構築する中で⽇本⾚⼗字社
の協⼒が必須であると考える。実際、三重⼤学病
院では、三重県内の医療機関と連携して、輸⾎関
連検査の依頼等を受け⼊れている。その中で、更
なる詳細な検査、特殊な試薬の必要性から⾼度な
医療機関である⼤学病院でも限界があることが判
明した。以上の事から、今後の協⼒体制として、
⼤学病院など中核医療機関で困難な事例は⽇本⾚
⼗字社に依頼し、検査等を⾏う体制が必要と考え
られる。 
最後に、クリニックや中⼩医療機関の多くが検査
依頼している外部委託検査機関（衛⽣検査所）の
状況を調査した。通常の検査に関しては、困難で
はないが、稀な⾎液型など精査が必要となる事例
では、コストの観点から困難と考えられている。
そのため、⾼度な医療機関または⽇本⾚⼗字社へ
のコンサルティングないし検査依頼を希望してい
る。 
本年度の調査研究を中⼼とした検討から、⽇本⾚
⼗字社、外部委託検査機関を含めた医療機関間で

の協⼒体制を構築する必要があると考えられた。
特に、外部委託検査機関・中⼩医療機関・クリニ
ックなど⼀般的レベルの医療機関を第 1 層とし、
⼤学病院を含む中核医療機関を第 2層、⽇本⾚⼗
字社など⾼度な専⾨的な機関を第 3層とする三層
体制が最良かと考えられた。但し、責任の所在、
契約条項、費⽤など解決すべき課題が多数あり、
今後、これらの課題を解決しつつ最良の協⼒体制
を検討する必要がある。また、この協⼒体制は、
我が国の輸⾎医療の安全性と効率性を⾼めるもの
と考える。 
 
E. 結論 
今年度のアンケート調査にて、中⼩医療機関およ
びクリニックにおいては、輸⾎関連検査について
中核医療機関を中⼼とした協⼒体制が必要である。
更に、外部委託検査機関においても、相談ないし
詳細な検査依頼等のサポートをお願いできる医療
機関が必要であった。以上の事から外部委託検査
機関・中⼩医療機関・クリニックなど⼀般的レベ
ルの医療機関を第 1層とし、⼤学病院を含む中核
医療機関を第 2層、⽇本⾚⼗字社など⾼度な専⾨
的な機関を第 3層とする三層体制が最良かと考え
られた。 
  
F. 研究発表 
1. 論⽂発表 
 なし 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
なし 
2. 実⽤新案登録 
なし 
3. その他 
なし 
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図1. 地域の中核医療機関への依頼が可
能となった場合、利用しますか？
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表1. 検査結果（外注検査）の解釈に困った
場合の希望窓口（複数回答）
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図2. 他施設からの検査依頼等の
受け入れ可能施設
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図3. 他施設から受け入れ可能検査


